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はじめに

　仲裁法制の改革が１９９０年以降多くの国で相次いで行われている動きをどう

とらえるか。１９９０年代初頭のソ連崩壊により，旧共産主義経済圏の市場経済

化，さらに経済のグローバル化といわれる現象がもたらされた。グローバル

市場というフィールドのなかでプレイする経済主体が同じルールに則り公平

な競争をするために，国境を越える資本の移動と企業活動を支える基盤であ

る経済法制の国際的調和の必要性が唱えられている。仲裁法制の発展も，経

済法制の国際的調和という大きな流れのなかにとらえることができる。各国

間において競争法，知的財産法，企業法などが共通化されても，国境を越え

た商取引の活発化にともない法的紛争の発生は不可避であり，経済法制の国

際的調和の実現には，法的紛争を処理する制度の国際的調和こそが求められ

る。国際商事紛争の主たる解決手段である仲裁に関する法制度は，かかる

ニーズに応えるべく発展を遂げてきた。

　本章は，経済法制のひとつとして仲裁法制の発展に着目し，仲裁法の国際

ルール形成の史的変遷を振り返りつつ，そのルール形成の特質を明らかにし，

仲裁法制の国際的展開における開発途上国の立場の変化を分析するものであ

る。仲裁法の理論や実務についてはこれまで厖大な概説書および研究論文が



存在するが（１），仲裁制度の発展した欧米諸国における仲裁法制，それに追随

すべき日本の仲裁法を中心に論じられたものが多い。開発途上国の仲裁法に

ついてはアジア諸国を中心に国別の解説がなされているものが大方であ

る（２）。本論文の発見は，開発途上国の仲裁法制改革は，国際機関による国際

基準の形成によって促されたというよりも，元来国家主権の砦であった各国

の司法制度が１９９０年以降世界銀行による法整備支援の論理によって援助の俎

上にあげられ，その一環として仲裁法制が位置づけられることにより，劇的

に加速されたということである。

　本章の構成は次のとおりである。第１節では，仲裁法制に関する国際ルー

ルの形成過程を分析する視角を呈する。第２節では，仲裁法制に関する国際

ルール形成の展開を概観する。第３節では，仲裁法制の国際的調和における

開発途上国の立場をとくに１９９０年以降の変化に着目して分析する。第４節で

は，仲裁法改正の具体例としてイギリス仲裁法を共有してきたアジアの旧英

領植民地国家の事例をとりあげる。最後にまとめとして，本章で明らかに

なった点を整理する。

第１節　分析の視角

　１．仲裁法制の概念

　仲裁とは，当事者が合意により一定の紛争を私人である第三者に解決をゆ

だねその判断に従うことをいう（高桑［２０００��１］）。本章は，商取引または経済

活動から生ずる紛争についての仲裁で，仲裁を構成する要素，たとえば当事

者の国籍や契約履行地などが複数の国に分かれている国際商事仲裁を対象と

する。仲裁を私人の私人による紛争解決手段とすれば，訴訟は私人の紛争を

国家の公権力による裁判所で解決する手続である。訴訟は，一方の当事者の

申立てがあれば相手方当事者の否応なしに開始され，その手続および判断は
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国家の任命した裁判官による。訴訟と対比すると仲裁の特色は，手続の簡便

性，迅速性，非公開性や専門的知識を有する仲裁人による判断などがある。

　国境を越えた経済活動が活発化するなか，紛争解決方法として仲裁が選択

される理由は何であろうか。それは，当事者間の紛争を仲裁によって解決す

ることを予め合意することにより予測可能性が増し，ひいては商取引の円滑

化が導かれると考えられるからである。当事者間で予め仲裁の合意がなけれ

ば，国境を越えた商取引紛争に関しては国際裁判管轄権について統一された

規則が存在しないので（３），いずれの裁判所によりいずれの手続によっていず

れの法が適用されるかは定かではない。このような予測不可能性を軽減する

ために，また相手方の国における裁判を避けるために，仲裁による紛争解決

が合意される。

　国際商事仲裁に関する法制度は，仲裁規則，外国仲裁の承認および執行に

関する条約，そして仲裁法の３つに大別される。まず仲裁規則は，当事者間

の仲裁をどのような手続で行うかを規定するものであり，仲裁の申立て，仲

裁人の選定や忌避，仲裁の手続の進行などが当事者間の合意によって決めら

れる。次に外国仲裁の承認および執行に関する条約は，自国外で行われた仲

裁の自国内における有効性を認める国家間の取り決めである。そして仲裁法

は，各国の国内法であり，各国の法制度のなかで仲裁が適法で有効であるた

めの条件を定めるものである。仲裁は当事者間の合意によって選ばれた私人

の判断による紛争解決方法であるので，それが法的な意味を有するためには

公権力によって認められることが必要である。仲裁判断に法的な効果を与え

るかどうかを決定するための基準を定めるものが仲裁法であり，その内容は

各国の司法政策によって異なる（高桑［２０００��１］）。仲裁法は，自国内で行われ

る仲裁の手続に関して，当事者間の合意に欠けているものを補充したり，手

続の適正や公平を担保したりするために裁判所が介入する規定を定めている。

仲裁規則，外国仲裁の承認および執行に関する条約，さらに仲裁法というこ

れら３つは，その規定する事項が重なり合っており，相互に影響しながら形

成されてきた。
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　２．仲裁法制と民間アクター

　仲裁に関する国際ルール形成の過程を分析する視角として，国家と民間ア

クターという対立軸をおく。両アクターはどのような関係にあったのであろ

うか（４）。

　現在の国際商事仲裁は，中世ヨーロッパにおける商人間の紛争解決方法か

ら発達したといわれている（高桑［２０００��１］）。商人社会において，取引慣行に

ついての独自の規範が標準契約書式という形に表され，その規範をつくって

きた同業界の自主的法廷である仲裁によって紛争解決が行われてきた。国境

を越えた商品の流通の増加により，煩雑な裁判手続を排して自らの紛争は自

らの手で簡易に迅速に解決したいという，商人社会の要望に合致した仲裁は

制度的発展を遂げた。それに対して国家は，仲裁が業界の一部のエゴイズム

のために利用され，裁判の網を抜け出し法と正義の理念が無視され，政府以

外の私的権力が容認されてはならないと懸念した（喜多川［１９７８��８３］）。端的に

いえば，ヨーロッパにおける仲裁制度は，国家の公権力である裁判所との相

対的関係からの発展であり，商人たちの私的自治の拡大に対する国家権力で

ある裁判所の介入という構図であった。

　特定の商人社会における仲裁判断はそれに従わなければ取引相手の信用を

失うことにより，国家の関与がなくてもその拘束力が担保された規範であっ

たといえよう。しかし，商取引の拡大と複雑化により，特定の商人社会であ

れば存在した仲裁判断の事実上の強制力が失われたことによって，国家によ

る強制力を必要とするようになった。仲裁による紛争の解決も，その仲裁判

断の強制的実現は国家の裁判所によってこそはじめて可能になる。商人たち

が自らの規範を法的実効性のあるものとするには，それを国家に承認させる

ことを必要とした。対する各国政府は，実業界の強い要望と自国貿易の発展

の重要性から仲裁制度を国家の法制度内に認めざる得ない状況にいたった。

商人間の私的自治であった仲裁は，その実効性の担保ゆえに国家裁判所の協
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力を求め，国家も仲裁を自らの司法制度の枠組みに取り込んでいった。国家

に対し，商人たちを民間アクターとすれば，仲裁法制の国際ルール形成の過

程は，国家と民間アクターの対峙から協調への歩みといえるだろう。

　３．仲裁と開発途上国

　もうひとつの分析の視角は，仲裁法制の国際的展開における開発途上国の

位置づけを理解するために，外国人投資家の母国としての先進国と投資対象

としての開発途上国という対立軸を整理する。仲裁は，商人間の私的自治を

起源として発展してきたが，開発途上国国家またはその国営企業を一方の当

事者とする国際商事取引における紛争解決方法として使われてきたことが，

仲裁制度の発展を支えてきた点に着目したい。

　ヨーロッパで商人間の私的自治として発展してきた仲裁は，東西貿易さら

に開発途上国との投資紛争に関し，有効な紛争解決方法として発展した。特

定国の裁判所による裁判ではなく，仲裁という紛争解決が，取引当事者とな

る国家にとって受け入れやすいものであったといえよう。たとえば，ソ連が

共産圏を統率していた時代には，その共産主義的イデオロギーゆえに法の支

配を正面にふりかざすことはできなかったため，国営企業間または貿易公社

と外国の商社などとの紛争解決機関を仲裁と称していた（喜多川［１９７８��７５］）。

また仲裁法に関するヨーロッパにおける初めての国際条約（５）は，東西貿易に

関する紛争，すなわち西側諸国の私企業と東側諸国の国営企業間の紛争を仲

裁によって解決しようとするものであった。さらに，国家と外国私企業間の

投資紛争を仲裁によって解決するために１９６５年に設立された投資紛争解決国

際センター（������������	
������
���
���	�����
��������	
��	�����	���������）

は，第３節で詳述するが，特定国の裁判管轄権に服することは国家にとって

抵抗感があるが，仲裁であれば敗訴しても国家としての権威は損なわれない

との考え方を背景としたものである（喜多川［１９７８��２９４］）。さらに，もう一方

の当事者である外国人投資家の開発途上国の司法制度に対する不信感から，
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それを回避するための便法として仲裁が利用されてきた。すなわち，仲裁法

制の国際的調和の歴史は，先進国と開発途上国の対立する立場を出発点とす

る。

　しかし，開発途上国の司法制度の適用を回避するための仲裁も，やはりそ

の執行においては，いずれかの国の裁判所によらなければ実現しないという

現実に直面する。したがって，開発途上国においても仲裁判断の承認および

執行に関する法整備が国際社会のなかで望まれるようになっていった。仲裁

法制の発展の過程は，先進諸国の外国人投資家による開発途上国の司法制度

の回避から，開発途上国の仲裁にかかわる法制度の国際的調和への流れとと

らえることができる。

第２節　仲裁法制に関する国際ルール形成の展開

　本節は，仲裁法制に関する国際ルールが１９２０年代から現代にかけてどのよ

うに形成されてきたのかを概説する。仲裁規則，外国仲裁の承認・執行に関

する条約そして仲裁法の３つが相互に作用しながら，民間レベルおよび国家

間レベルにおいて，その国際的調和がはかられてきた歴史を概観しよう（表

１）。

�

　１．仲裁規則

　仲裁規則は，どのような手続で仲裁を行うかを規定するもので，当事者間

の合意によるものであり，仲裁のたびにその規則を決めることも可能である。

しかし，商取引の利便性から雛型となるルールが形成されてきた。商人たち

の自治としての商事仲裁を制度的に発展させた商業団体の手になる主な規則

としては，国際商業会議所（������������	
������
��
�������
���）の���

規則（６），ロンドン国際仲裁裁判所（�����������	��
���	���	���������	��������
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����）の����規則（７）やアメリカ仲裁協会（��������	��
��������	����������	

���）の���規則（８）が存在する。これら３つの仲裁機関の影響力の大きさか

ら，それらの規則は事実上の基準となり，多くの国際商事契約の仲裁条項に

���，����または���のいずれかの仲裁規則の適用が明記されている。

　特定の機関による仲裁に関してはすでに上記の３機関がそれぞれの仲裁規

則を有していたため，１９６０年代半ばから国連下で統一の試みが行われた仲裁

規則は，特定の仲裁機関によらない個別の仲裁を対象とするものであった。

１９６６年に国連欧州経済委員会仲裁規則が，それに倣って同年に国連アジア極

東経済委員会国際商事仲裁規則が作成された。さらに１９６６年に設立された国

際連合国際商取引法委員会（���������	�
�������������������������������	

���������	�
������，その設立経緯は次節に詳述する）によって，１９７６年に仲

裁手続のモデルルールとして��������仲裁規則が採択された。採択後の

国連総会においては同規則の利用を各国に推奨する決議がなされた（３１�９８�

���１５����������１９７６）。翌１９７７年には，���とソ連商業会議所との間で，アメ

リカ国民および法人とソ連の外国貿易団体との間の紛争解決のための仲裁約

款に同規則が適用される旨が規定されることが取り決められた（高桑［２０００��

２１０］）。１９７８年には米州商事仲裁委員会（���������	
�����������������
�����������

������������	
�
�）でもこの仲裁規則が採用された。また同年ロンドン仲裁

法裁判所（�����������	��
����	��	��，現����）は同裁判所の規則に定めてい

る以外の事項には，��������仲裁規則が適用されることを定めた（９）。さら

に１９７８年に設立されたクアラルンプール仲裁地域センター（���������	
��

�����������	�
���������������������）（１０）においても同規則が用いられている

（�����２�������８）（１１）。

　現在広く用いられている仲裁規則として，���，����および���などの代

表的な仲裁機関の規則，そして個別の仲裁の場合には��������仲裁規則が

あり，仲裁機関のなかには上述のように��������仲裁規則を採用したり補

足的に使用したりしているところもある。世界的に広く知られたこれらの規

則の存在によって，国際商取引契約においてこれらの規則は標準となり，仲
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裁規則の調和は事実上達成されていると考えられる（１２）。

　２．外国仲裁判断の承認と執行に関する国際条約

　紛争当事者間の合意に基づいて第三者により仲裁が行われたとしても，仲

裁判断それ自体には執行力がないので，執行がなされるべき国の法律によっ

て執行力が与えられる必要がある。そこで，他国でなされた仲裁判断を自国

で執行する場合，そして自国でなされた仲裁判断を他国で執行する場合に，

各国共通の基準が求められる。したがって，仲裁法制に関する法の統一は外

国仲裁判断の承認および執行から始まり，またこの分野の条約に多くの国が

参加した（高桑［２０００��２３］）。

　２０世紀初頭のヨーロッパ諸国においては商工会議所や実業団体を中心とす

る仲裁制度はある程度発達していたが，第一次世界大戦後ヨーロッパの経済

復興によって貿易量が増大したため国際間の商事紛争が多発し，各国それぞ

れの仲裁法制だけで解決することは困難となった。ヨーロッパ諸国の商工会

議所およびニューヨーク商業会議所が協働し，仲裁の国際的効力の確立をめ

ざして，各国政府を動かし各国の法制上の支障を除去する努力がなされた（森

井［１９７０��１１４］）。

　１９１９年に設立された国際連盟および１９２０年に設立された���が中心となっ

て，私法の国際法典化のための国際会議が開催され，仲裁に関して初めて結

ばれた多数国間条約が１９２３年のジュネーブ議定書（「仲裁条項に関する議定書」）

である。同議定書は，その定める条件のもとに仲裁契約の効力を各締約国に

承認させる義務を負わせるものであった。しかし同議定書では各締約国は自

国内でなされた仲裁判断の執行を確保すべき旨を約束するにとどまり（同議

定書第３条），自国外でなされた仲裁判断の承認および執行に関しては規定が

なかった（１３）。これを補足するものとして１９２７年ジュネーブ条約（「外国仲裁の

執行に関する条約」）が締結された。同条約は，各国の法制事情の許す限りの最

大公約数をとったものであり（森井［１９７０��８７］），締約国相互間において仲裁
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判断を有効とし，外国仲裁判断に執行力を与えることを相互に約したもので

あった。

　もし仲裁判断ではなく外国の裁判所の判決の効力を自国内で承認および執

行するか否かであれば，外国の裁判所と自国の裁判所の管轄権すなわち国家

の公権力に関与することになり，各国は概して厳格な態度をとり，不特定多

数の国家との間に条約を締結することは容易ではない（１４）。しかし，仲裁判断

の場合には，仲裁を行う機関の管轄は当事者間の契約に表明された当事者間

の自由な合意から生じるので，国家主権の対立は直接的ではないゆえに，ジュ

ネーブ条約は成功したといわれる（森井［１９７０��８８］）。

　仲裁法制の国際的統一に大きく寄与したジュネーブ条約であったが，本条

約の対象となる外国仲裁判断の範囲には一定の限界があり，外国仲裁判断の

承認および執行の要件が複雑かつ不明確であった。同条約の改善をもとめる

気運が国際的に広がり，���を中心に具体策が進められた。１９５３年���は，「国

際仲裁判断の執行に関する条約草案」を作成し，国連経済社会理事会に検討

するよう提出し，１９５４年第１７回国連総会において���の条約草案を検討する

ためにイギリス，ベルギー，スウェーデン，ソ連，オーストリア，エクアド

ル，エジプトおよびインドの８カ国からなる特別委員会が設置され，翌年条

約案が作成された。この条約案をもとにジュネーブ条約に代わるものとして，

１９５８年に国際連合「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」，いわゆる

ニューヨーク条約が採択された。

　ニューヨーク条約は，自国外でなされた仲裁判断を外国仲裁判断とし，仲

裁契約の承認について規定を設け，仲裁判断の承認および執行のために提出

すべき書類を定め，仲裁判断の承認および執行についての拒否事由を明確に

した。仲裁判断の確定を証するために仲裁判断のなされた国で執行判決を得

ておかねばならないという二重執行は廃止された。１９７２年にソ連および東欧

諸国間で締結された「経済および科学・技術協力関係から生ずる民事法紛争

の仲裁による解決に関する条約」（モスクワ条約）および１９７５年にラテンアメリ

カ諸国間で締結されたパナマ条約（「国際商事仲裁に関する米州国間条約」）のい
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ずれの内容もニューヨーク条約に倣うところが多い（高桑［２０００��２２�２６］）。

　ニューヨーク条約はその加盟国数の多さから画期的な成果をあげた条約の

ひとつと評価されている（高桑［２０００��２５］）。条約が締結された１９５９年から１９６０

年代にかけての加盟国数は３４カ国であるが，１９８０年代後半からその伸びに拍

車がかかり，２００６年１２月末現在では１３９カ国にのぼる。これらから外国仲裁の

承認および判断については，なんらかの留保があるものの（１５），統一された

ルールが国際条約という形で広く受け入れられているといえる。

　３．各国仲裁法の調和

　それでは各国の仲裁法の統一はどのような動きをみせているだろうか。た

とえば，ニューヨーク条約に基づき�国でなされた仲裁判断の執行を�国に求

めるとする。実は，両国の仲裁法いかんにより，同条約だけではその有効性

を発揮できないのである。たとえば，同条約においては，�国の裁判所に対

する仲裁判断の取消の申立ては，�国における執行を停止させる効果をもつ

（同条約第６条）。また�国の法令により仲裁による解決が不可能なものであ

れば，�国裁判所は執行を拒否することができる（同条約第５条２（�））。仲裁

法の規定が各国ごとに異なれば，外国仲裁判断の執行について二重執行を廃

止したニューヨーク条約が十分に生かされない。仲裁判断の有効性について

各国同様に規定していれば，仲裁判断の法的安定性はより確固としたものに

なる。したがって，商取引契約の安定性と予測可能性を増すためには，各国

の仲裁法そのものの調和が指向されるのである。

　１９世紀後半からヨーロッパ国際社会で私法統一のための動きが始まり，イ

タリア人マンチーニ（�������）の提唱により私法の国際的法典化作業が推進

されることになった。仲裁については１８７３年にイタリア衆議院が国際仲裁に

ついてマンチーニが出した動議を全員一致で採択する旨の決議をしたのが最

初だといわれている（森井［１９７０��８５］）。１９３７年にローマの国際私法統一協会が

作成した「私法上の国際関係についての統一仲裁案」を基礎として，世界各
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国における国内仲裁法規の統一化を目的とする世界統一仲裁法を制定しよう

とする動きもあった。しかし各国の仲裁法そのものを統一することは理想的

すぎて実現困難とみられた（森井［１９７０��９２］）（１６）。１９６６年には欧州評議会による

「仲裁に関する統一法を定める欧州条約」が作成され，ヨーロッパ共同体諸国

における仲裁法の統一が試みられたが，発効せずに現在にいたっている。こ

れは，各国の仲裁法は各国の司法制度と不可分のものであり，条約による統

一は現実的ではなかったことを示すといえよう。

　１９８５年に採択された国連国際商取引委員会の国際商事仲裁に関する模範法

（��������	
���	���	��	������������	���������	
���������，以下「モデル法」）

は，仲裁法の全般にわたる初めての世界的立法であることが画期的と評され

る（高桑［２０００��３０３］）。「仲裁手続に関する法の統一が望まれることおよび国際

商事仲裁の実務からの要請に鑑みて，すべての国がモデル法に正当な考慮を

払うことを勧める」という国連総会の決議文（４０�７２����１１����������１９８５）を

付して採択されたモデル法は，２００６年末現在５８の国および地域で採用されて

いる（表２）。モデル法が多くの国で採用された最大の理由は，それが条約で

���

表２　UNCITRALモデル法に基づく仲裁法立法と認知された国および地域

（出所）UNCITRAL（http://www.uncitral.org/en-index.htm 2006年12月31日アクセス）をもとに筆
者作成。

バングラデシュ, 香港, マカオ, インド, フィリピン, 日本, 韓国, シンガポー

ル, スリランカ, タイ

アジア

バーレーン, エジプト, イラン, ヨルダン, オマーン, トルコ中東

アゼルバイジャン, ベラルーシ, ブルガリア, クロアチア, ハンガリー, リト

アニア, ポーランド, ロシア, ウクライナ

東欧

オーストラリア, オーストリア, カナダ, キプロス, ドイツ, デンマーク, ギリ

シャ, アイルランド, マルタ, ニュージーランド, ノルウェー, スペイン, スコ

ットランド, 米国カリフォルニア州, コネチカット州, イリノイ州, ルイジア

ナ州, オレゴン州, テキサス州

西欧その他

バミューダ, チリ, グアテマラ, メキシコ, ニカラグア, パラグアイ, ペルー 中南米

ケニア, マダガスカル, ナイジェリア, チュニジア, ザンビア, ジンバブエアフリカ



はなくモデル法という形をとったためといえる。既述のとおり，仲裁法は各

国の司法制度と不可分に結びつくものであり，司法制度の統一が不可能であ

る以上，仲裁法の完全な統一は難しいからである。モデル法は，各国の仲裁

法に独自の規定をおく余地も残しつつ，モデルという形でその共通化を図っ

たのである。

　４．仲裁に関する国際ルール形成の特色

　以上概観したところから導き出される仲裁法制に関する国際ルール形成の

展開の特徴として，次の点が指摘される。第１に，仲裁に関する国際ルール

は，商人の自治ルールに起源を有するところから，その形成についてはヨー

ロッパを中心とする商業団体すなわち民間アクターが主導的役割をはたして

きたことである。かたや私法秩序の維持を自らの使命とする国家は，仲裁を

国家の権利保護制度に統合していく役割を有する。国際商業団体である���

に代表される民間アクターの影響力は，その独自の仲裁規則の確立について

はもちろんのこと，仲裁の法的安定性の確保のために，これは自らの利益の

拡大のためでもあるが，国家間の取りきめである国際条約の作成にまで及ん

だ。既述の外国仲裁の承認および執行に関する条約についてのみならず，後

述する�����設立についても大きな原動力となったのである。さらに，国際

ルール形成のみならずそのルールの普及という点についても，これらの民間

アクターの影響力は大きい。経済活動の拡大や複雑化にともない，取引当事

者間について互いの行為や嗜好が不確かな場合，中央集権化されたフォーラ

ムを求めるゆえに，市場への参加者の増加にともないこれらの機関の仲裁の

利用は増加するのではと指摘されている（������������［１９９９��６９３］）。���や

����は，広範に知られた仲裁規則を有し，仲裁を監督し，各国の仲裁法制に

関する情報を提供する機能をも有している。すなわち，情報の非対称性の解

消という本来ならば国家が担うべき役割を担っているとも考えられる。付言

すると，その仲裁判断においても，現代の���������	
���	（商人法）とよばれ
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るものを形成してきた（１７）。仲裁という紛争処理手続に関する国際ルール形

成に加え，その仲裁判断において特定の国家法に言及することなく実体的規

範を形成する機能をも担っている。第２に，仲裁法制に関する国際ルール形

成の場は，当初地域的なものに限定されていたが，��������というそのメ

ンバー国の地域バランスがある程度考慮された機関の設立によって国連下で

行われるようになり，西欧先進諸国にのみ限られたものではなく，開発途上

国の参加が確保されたことである。これについては次節でさらに詳述する。

国連をはじめとする国際機関は，民間アクターのロビーイングの場であり，

国家間の利害を調節しまたは妥協させ国際ルールを形成するフォーラムであ

り，かつ国際的調和を促進するアクターでもあるといえる。第３に，国際ルー

ルの形式が，各国間において統一が必要な事項においては法的拘束力をもつ

国際条約という形式がとられ，一方，統一が容易でなくかつ厳密な統一が必

要でない事項については拘束力はないが準拠が望ましいという国連の決議が

なされたモデル法の形式がとられたことである。１９８５年に採択されたモデル

法は，仲裁法の全体にわたる世界的な規模での国際的立法の試みであり，モ

デル法という形態をとったことにより，ひとつの成功をおさめたといえる。

条約というリジッドなものではなく，各国に独自の裁量の余地があり，モデ

ル法に基づいたと��������に承認されることが，モデル法を採用する誘因

のひとつとなったと推察される。

第３節　仲裁法制の国際的調和における開発途上国の立場

　１．開発途上国への投資と仲裁

　第二次世界大戦後，従来植民地であったアジア・アフリカ地域に新興独立

国家が誕生した。これらの国における民族主義の高まりによって，開発途上

国を一方の当事者，外国企業を他方の当事者とする資源エネルギーなどの開
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発契約において，外国企業に与えた利権が自国の経済的自立を妨げるとみら

れ，国有化の嵐が各地で吹き荒れた（高島［１９９５��２３８］）。それに対し先進国側

では，開発途上国側による一方的な契約破棄から投資家を救済するために，

開発契約のなかに仲裁条項を入れ込もうという動きが高まった。外国企業投

資家は，仲裁条項において仲裁地や仲裁手続および仲裁判断の実体的基準に

ついて協定が成立すれば，開発途上国は開発契約にともなう紛争について自

国の裁判所の管轄に服することを外国人私企業に対して要求できなくなるし，

仲裁によって解決されるとなれば，開発途上国が紛争がおこるような処置を

とる可能性も減ると期待したのである（森井［１９７０��１０３］）。

　従来から先進国とその企業は，開発契約をめぐる紛争を解決するために，

国際的な仲裁を利用するように要求してきた（高島［１９９５��２１９］）。外国企業投

資家は，契約の相手方である受入国の裁判所が管轄権をもてば紛争を専横的

に判断される危険性があると認識しており，契約相手国の法制度を信用せず，

当該国の裁判官は国家の利益により重点をおき，適用される当該国の法律は

外国人に対して差別的であると懸念していた。翻って開発途上国は，かかる

紛争は自国の裁判所で自国の法律に基づき解決されるべきであると望んでい

た。自国内における開発を対象とする契約から発生する紛争が，自国外の法

廷で解決されることは不合理であり，そのような外国の判断は自国の利益さ

らには公序に反するおそれがあると危惧していた。

　２．�����の設立――先進国��開発途上国

　この問題についてアメリカを中心とする欧米先進諸国の活動が展開され，

１９６１年にはアメリカ国際法協会で国家と外国私企業間の紛争の仲裁が議論さ

れ，仲裁機関として世界銀行が挙げられた。１９６３年世界銀行事務局で，民間

投資促進のための安定策として，「国家と他国民との間の投資紛争の解決に関

する条約」の暫定草案が起草され，同年���で同条約案に対する実業界の意

見が募られた。いわばこの条約は，すでに���や���において蓄積された，
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国家またはそれに準ずる機関と他国の私人との間の紛争解決方法としての仲

裁を条約の形にしたものであった（森井［１９７０��１０５］）。

　１９６５年に「国家と他国民との間の投資紛争の解決に関する条約（�����������

�������������	�����
������	��������������������	�
����
����
���
������������

������）」（以下「�����条約」）が署名され，翌年に発効し，�����が設立され

た（１８）。同センターは，「締結国と他の締結国の国民の間で投資から直接生ず

る法律上の紛争であって，両紛争当事者がセンターに付託することにつき書

面により合意したもの」について管轄権を有する（同条約第２５条）。そして，

同センターを通じた仲裁手続を促進するために，締結国が仲裁に紛争を付託

すれば他の締結国としては外交的保護に訴えない旨を約束している（同条約

第２７条１項）。

　同条約の作成において，「国内的救済完了の原則」の問題および仲裁の適用

法の問題という，先進国と開発途上国の間の対立を反映した議論が当然のご

とく巻き起こった（高島［１９９５��２２１］）。開発途上国は，国際法の原則により，

外国企業は国際的な仲裁に付託する前に受入国の国内裁判を受けなければな

らず，さらに仲裁の適用法は受入国の国内法であると主張した。対して先進

国は，紛争は受入国の国内手続を踏むことなく直ちに仲裁に付託できるとい

う立場をとり，仲裁法の適用法は国際法を主張した。最終的に合意された内

容は，国内手続完了の要件については，先進国の主張が取り入れられた形に

なり，締約国はそれを仲裁に付託する旨の同意の条件として要求することが

できるとするに留め，仲裁に付託する両当事者の同意は，別段の意思表示が

なされないかぎり，他の救済手段を排除する同意とみなされると規定してい

る（同条約第２６条）。仲裁の適用法については，先進国と開発途上国双方の主張

が並列された形となり，両当事者の合意がない場合，紛争当事者である締約

国の法および該当する国際法の規則を適用すると規定している（同条約第４２条

１項）。

　同条約の当初の加盟国は，外国投資企業の母国である欧米先進諸国とそれ

らの旧植民地であった投資受入国であるアフリカ諸国が圧倒的であった。条
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約成立から１９７０年代初頭の締結状況をみると，全締結国数６５カ国のうち先進

国が１８カ国，アフリカ諸国が３４カ国を占めていた。この条約が成立したひと

つの要因に，経済開発に不可欠な外国資本と技術を求める開発途上国が，国

家にとって固有の特権と考えられていた主権免除や国家行為論に，仲裁法廷

においてはあまり固執しなかった点が指摘される（喜多川［１９７８��２９４］）。裁判

と異なり非公開の仲裁といういわば私的法廷においては，たとえ敗訴しても

国家としての威信は損なわれないという考え方があった。しかし，開発途上

国の国際仲裁に対する拒絶反応は，中東やラテンアメリカ諸国においては顕

著であった（高島［１９９５��２１９］）。１９６８年の����第１６回総会は，政府と外国企

業間の紛争は国内裁判所の排他的管轄権に服するという原則を謳った決議を

採択した。またラテンアメリカでは，１９７０年にアンデス委員会の決定第２４号

において，外国投資または技術移転に関するいかなる文書も，将来の紛争に

関する受入国の裁判管轄権を排除する条項を設けないことを加盟国政府に義

務づけた。したがってラテンアメリカ諸国はカルボ・ドクトリン（１９）に固執し，

�����条約に１カ国も調印しなかった。さらに開発途上国に影響力をもつ諸

国，すなわち����の主要国であるサウジアラビアや，中国，インドならび

に旧ソ連および東欧諸国（２０）も当初の加盟国ではなかった。同条約が成立し

たとはいえ，国際仲裁に対する開発途上国の拒絶は強いものであったといえ

よう。

　３．��������の設立（２１）――国際ルール形成への参加

　仲裁法分野の国際ルール形成への開発途上国の能動的な参加は，

��������設立にみることができる。�����条約が発効した同年１９６５年の第

２０回国連総会においてハンガリーから国際貿易に関わる法制度の調和および

統一に関して提案がされた。その趣旨は，国際貿易を規制する法的形態，そ

の調和や統一に関するこれまでの活動は地域的に偏り，または開発途上国の

参加がなかったため，国連総会でかかる研究を発議し勧告すべきというもの
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であった（高桑［２０００��２０２］）。この提案は採択され，翌第２１回総会における事

務総長の報告書は，「これまでの国際商取引法の統一に関する国際機関の活動

は，構成国が限られており，開発途上国の参加もなく，また世界的規模のも

のではなかった。条約は作成されても実際に機能しているものは少ない。さ

らに既存の国際商取引を規律するルールは先進国に有利であるため，これを

見直す必要があり，国連こそがこれらの欠点を解消するにふさわしい機関で

ある」として，総会に対して国際商取引法委員会の設立について検討するこ

とを要請した。１９６６年総会のもとに��������を設立する決議が満場一致

で採択され，１９６８年より活動が開始された。

　��������の設立は開発途上国側からの要望によるものであったが，対す

る西側先進諸国は，これらの問題が開発途上国と社会主義国によって国連貿

易開発会議（������）（２２）で取り上げられることにより，本来専門的，技術

的観点から検討されるべき法律問題が経済的利害を中心に不当に政治的に取

り扱われることを避けたいという考えもあって，設立に賛成したといわれる

（高桑［２０００��２０２］）。

　��������は設立当初は２９カ国で構成され，国連における地域的配分に従

い，アフリカ７カ国，アジア５カ国，中南米５カ国，東欧４カ国，西欧その

他の国８カ国が割り当てられ，第２２回国連総会で委員国が選出された。委員

国は３年ごとに改選され，再選も認められている。委員国数は１９７３年にアフ

リカおよびアジアにそれぞれ２カ国，その他に各１カ国ずつ割り当てを増や

し３６カ国に，２００４年には６０カ国にまで拡大され，その構成は図１のようになっ

ている。

　当初から商事仲裁は��������において検討するに適した分野と考えら

れており，前節に既述のとおり，��������によって，１９７６年にはモデル仲

裁規則が採択され，１９８５年にはモデル仲裁法が採択された。それまでの仲裁

法制の国際的調和に関する歴史は西側先進諸国を中心とするものであったが，

��������で商事仲裁が議題として取り上げられることにより，開発途上国

の参加が規定上確保されることになったといえよう。��������は発展途
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上国の利害をとくに考慮すべきことと国連総会の決議に記されている（２２０５

（���）���１７����������１９６６）。

　��������設立により開発途上国の参加は確保されたが，そこで採択され

たモデル法の作成の要因は，開発途上国の法制度に対する不信にある点は変

わらない。モデル法が作成された背景の前提には，開発途上国の国内法の不

適切さと各国国内法の相違によってもたらされる紛争当事者にとっての煩わ

しさがある。各国の仲裁法が不適切であるゆえに，伝統的なローカルな概念

が国際的なケースに押しつけられ，現代の実務の要請に応えていないという。

また，各国の仲裁法がまちまちであるゆえに，とくに外国人当事者にとって

仲裁に適用される法を正確に知ることは甚だ困難であり費用を要する問題と

なっている。ローカルな法が不確かなゆえに，当事者は仲裁地について合意

することも躊躇される。そこで，容易にわかりやすく国際商事仲裁の実務の

要請に合致し，異なる法制度をとる国の紛争当事者に受け入れられる国際的

基準を提供するモデル法を採用すれば，当事者の仲裁地の選択も広がり，仲

裁手続も円滑に促進されるであろうと説明されている（２３）。モデル法にでき
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図１　UNCITRAL構成国数の推移
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（出所）UNCITRAL（http://www.uncitral.org 2006年12月31日アクセス）より筆者作成。地域区分
はUNCITRALによる。



るかぎり則った国内法を制定することによって国際仲裁の利用者の利便にか

なった望ましい調和に寄与すると謳われ，その受益者とは外国人当事者であ

り弁護士であるとされている。モデル法の作成の背景をみるかぎり，外国人

投資家の母国である先進国対投資受入国である開発途上国という構図は変

わっていないといえよう。

　４．司法制度改革の一環としての仲裁法制改革――１９９０年以降の変化

　１９８０年代の終わりから，多くの開発途上国において，仲裁法制の改革が市

場経済化にともなう経済法制改革の一環として行われていることが顕著であ

る。ニューヨーク条約批准国数，�����条約加盟国数およびモデル法に準拠

した仲裁法制定国数は，いずれも１９９０年以降に開発途上国のなかで大きな伸

びを示している。ニューヨーク条約については，図２に示すとおり，１９８９年

１２月末における加盟国数は８０カ国であったが，２００６年１２月末現在ではモンテ

ネグロが最も新しい加盟国となり１３９カ国にのぼる（２４）。また�����条約につ

いては，図３にあるように，１９８０年代の開発途上国の新規加盟国数は１２カ国

にとどまるが，１９９０年代には３８カ国の新規加盟があり，２００６年末現在の加盟

国数は１４３カ国である。１９９０年代における新規加盟国をみると，いずれの条約

においても，東欧諸国，旧ソ連崩壊による新興独立国および市場経済を導入

するアジア諸国の数が目立つ。さらにモデル法に準拠した仲裁法改正はアジ

ア諸国だけでも１９９０年代以降に集中している。１９９０年以降にみられる開発途

上国の仲裁法制改革へのコミットメントは何を要因とするのであろうか。こ

れら一連の各国の仲裁法制改革は，１９９０年代以降開発援助において法の支配

という概念が強調されるようになり，それに基づく開発援助機関による法整

備支援が活発化したことと密接に結びついていると考えられる。つまり，市

場経済化には法制度の改革が不可欠であるというテーゼの台頭が，各国の仲

裁法制度に強い影響をもたらしたのである。

　司法制度というものはそもそも国家主権の排他的管轄下にあった。その不
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図２　ニューヨーク条約加盟国数の推移

アフリカ 中東先進国 アジア・太平洋 中央アジア 東欧 中南米
（出所）国連（http://untreaty.un.org/ENGLISH/bible　2006年12月31日アクセス）のニューヨー

ク条約加盟国リストをもとに筆者作成。

160

140

120

100

80

60

40

20

0

19
59

19
63

19
61

19
65

19
69

19
67

19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89

19
93

19
91

19
95

19
99

19
97

20
01
20
03
20
05
20
06

図３　ICSID条約加盟国数の推移

アフリカ 中東先進国
（出所）ICSID（http://www.worldbank.org/icsid 2006年12月31日アクセス）の加盟国リストをも

とに筆者作成。
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正や腐敗が特定の事件において国際的に非難されることはあっても，司法制

度自体が国際的な競争に晒されることはなかった。しかし，１９８０年代末から

１９９０年代初めの冷戦終了による東欧諸国や旧ソ連の劇的な民主化および市場

経済化は，これらの国々の法制度の抜本的な改革を必要とした。したがって

１９９０年代から，開発援助において開発援助途上国の法制度および司法制度そ

のものが改革の対象とされるようになった。東欧諸国につづくアジア諸国の

市場経済化さらに１９９７年のアジア金融危機は，アジアの開発途上国における

法制度改革の必要性を唱える世界銀行や���による法整備支援活動に拍車を

かける契機となった。換言すれば，アジア金融危機は法制度および司法制度

の国際的調和への触媒のひとつとなったといえよう。

　１９９０年頃から法整備支援を本格的に開始した世界銀行は開発における法の

重要性を示す論拠を制度派経済学にもとめた。制度の経済学として広く知ら

れているダグラス・ノース（���������	
�����）によれば，市場経済とは元来

不完全でありそれを補完するものとして制度をとらえる。制度には，中立な

第三者によって遵守が強制される憲法，法律，法令などのフォーマルなルー

ル群と社会的拘束力，慣習，伝統などのインフォーマルな制約群がある。不

完全な市場では，取引相手や取引の対象物についての情報を調べたり，取引

条件を交渉したりする費用，いわゆる取引費用が存在するが，その高低は制

度に決定される。単純な交換からより複雑な取引が行われるよう発展した社

会には，取引契約の履行の不確実性を取り除くべく政府による執行制度が確

立された。ノースは，政府が公平で中立な第三者として契約の履行を強制し

たことによって取引費用が下がり没個性的な交換が促進されたことが，先進

国と途上国の相違点であると論じた（�����［１９９０］）。これらの理論は，開発

援助の実務において，市場経済化する開発途上国の法制度および司法制度は

国内外からの民間投資を促進するために安定性と予測可能性を備えなければ

ならず，そのためには先進国で実施されているタイプの法制度を開発途上国

につくりそれを強化することが必要であることを立証するために解釈された。

　経済成長のためには公正で効率的な司法制度の存在が不可欠であるという
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テーゼは，これまで各国の国家主権の排他的領域とされていた司法制度を開

発援助の対象として世界的競争に晒すことになった。各国の司法制度につい

て訴訟手続の複雑さ，事件処理にかかる日数，訴訟費用，裁判所運営経費な

どが指標化され（２５），その改善が開発援助機関によって求められる。援助を受

け入れる開発途上国も，融資を受けるためや外資を導入するためという経済

的インセンティヴゆえに，司法制度改革が開発援助の俎上にあがることに躊

躇しなくなった。この点においては，開発援助機関が推進する昨今の司法制

度改革の動きは，司法制度そのものの調和を目的とする国際機関が存在しな

いなか，法制度の国際的調和のための新たなレジームとしてとらえることも

できるだろう。

　司法制度改革で求められているものは，おしなべて効率性，透明性，公平

性である。事件処理にかかる遅延，手続の複雑さや不正の横行が共通してみ

られる問題であり，外国投資の導入，経済活動の活発化という点から改善が

求められてきた。これを各国の法制度からみれば，民事紛争処理制度のグ

ローバル化といえるであろう。国際援助機関および外国人投資家が要請する

改革は，端的には�制度的標準化，�質的標準化，�内外無差別化，�商事

特化という点に凝縮される。経済成長のためにはフォーマルな執行メカニズ

ムが必要であることは広く首肯されるところであるが，多くの開発途上国に

おいては司法制度改革の歩みは遅く改革の意図するものとは未だかけ離れた

実態を呈している。

　これらのニーズに包括的にいち早く応えるには，裁判制度そのものの改革

よりも，仲裁法制度の整備が着手しやすい。法整備支援を進める世界銀行は，

司法制度が有効に機能していない開発途上国においては仲裁制度がそれに代

わる機能をはたすことができると述べ（��������	
［２００２］），仲裁法制度の整

備を司法制度改革と並行してまたはその一環として促進してきたのであ

る（２６）。対する被支援国である開発途上国は，かつては自国の法制度や司法制

度に関与されることを国家主権に対する侵害ととらえていたが，現在は外資

導入を促進する法制度改革による経済的効果という経済的インセンティヴに
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よって支援を受け入れている（２７）。開発途上国にとっては，政治的要素をも含

む複雑な問題を抱える裁判制度そのものの改革よりも，経済取引活動から生

ずる紛争に特化した仲裁法制改革のほうが着手しやすい。１９９０年代以降に顕

著にみられるニューヨーク条約および�����条約加盟国数の増加ならびに相

次ぐ各国の仲裁法の立法および改正は，これらの背景および要因から導き出

されたものといえよう。自国の仲裁法が国際的要因によって改革を促される

という現象は，国内仲裁の国際化といえるし，国際経済活動の多様化により

被投資国における経済活動がより現地に密着したものとなりその国の仲裁法

が適用されるという現象は，国際仲裁の国内化と呼びえよう。これらの動き

が各国の司法制度と不可分の仲裁法制度の国際的調和を促しているといえる

だろう。

第４節　アジア諸国における仲裁法制改革の動向――旧英領

植民地国家の例

　アジア諸国の仲裁法の改正状況を概観すると，１９９０年代から現在にいたる

まで多くの国で仲裁法の改正ないし新しい立法が行われている。１９８９年に香

港で国際仲裁に関してモデル法が採用されたのをはじめとして，直近では

２００５年にフィリピンで国際仲裁にはモデル法が適用される旨の規定を含んだ

���法（���������	�
������
����������
���
���２００４）が制定された。モデル法に

基づいて仲裁法の制定がなされたと��������に承認されている国々を，そ

の制定年順にならべると，香港（１９８９年），シンガポール（１９９４年），スリラン

カ（１９９５年），インド（１９９６年），韓国（１９９９年），バングラデシュ（２００１年），

タイ（２００２年），日本（２００４年），フィリピン（２００５年）である。さらに承認は

されていないが，モデル法を意識して，２００２年にインドネシアで２００３年にベ

トナムでそれぞれ仲裁法が改正された。

　これらのなかで注目されるのは，旧英領植民地であった地域や国において

���



モデル法に基づいて仲裁法が改正されたことである。香港の１９６３年仲裁令，

シンガポールの１９５３年仲裁法は，いずれも１９５０年イギリス仲裁法を取り入れ

たもので，その後イギリス仲裁法の改正に倣ってきた歴史を有し，１９７９年イ

ギリス仲裁法は，香港では１９８２年の改正，シンガポールでは１９８５年の改正に

反映された。イギリスでは１９８９年頃から新たな仲裁法の制定作業が始められ

１９９６年に新法が制定された（２８）。ところがその制定を待たずして，香港では

１９８９年，シンガポールでは１９９４年に国際商事仲裁についてモデル法に基づく

仲裁法の改正が行われた。これまでイギリスの伝統と考え方を全面的に踏襲

してきた両国にとって，これは大きな転換といえるであろう。イギリスでは，

仲裁制度は裁判制度のなかに組み込まれてきた伝統があり，裁判所は仲裁に

後見的に介入する役割を担っている。翻って，現地の裁判所の介入を遠ざけ

ることを背景に作成されたモデル法では，裁判所は当該法に定める場合を除

き介入してはならないという規定をおいており，裁判所の役割は明示的に限

定されている。これまでイギリス法に倣った仲裁法を有していた両国は，現

代の国際取引活動のニーズに応えるために，イギリス仲裁法の先行きのわか

らぬ制定作業の動向を待っていることはできず（��������	
���

���

［１９９４］），世界的に周知されたモデル法を採用することにより，自国の法制の

現代化をアピールしようとしたと考えられる（２９）。

　インドにおいても同様のことがいえよう。インドでは，イギリスからの独

立以前に制定された１９４０年仲裁法，１９３７年仲裁法（議定書および条約）および

１９６１年外国仲裁法が存在していた。１９９６年仲裁および調停法によって，旧法

は廃止され，調停に関する規定およびモデル法に基づいた規定がおかれた

（�������������	
�
�
�［２００２］）。立法の背景は，１９４０年仲裁法が古くなり時代の

要請に合致しなくなったからである。同法に基づく仲裁手続では，裁判所が

介入する場面が多く，裁判所で費やされる時間は膨大となり，さらに裁判所

自体の不効率により，紛争当事者にさらなる時間と出費を強いるものであっ

た（�������������	
�
�
�［２００１］）。国内からのニーズに加え，インドへの国際

投資急増により，その対応として国際基準による紛争解決制度の確立が急が
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れたため，経済改革の一環として行われたといわれている（仲裁法制研究会編

［２００３］）。

　古いイギリス仲裁法を維持している国は，アジアではマレーシアとミャン

マーが残っている。１９５０年イギリス仲裁法をもととするマレーシアの１９５２年

仲裁法は現在も有効である。マレーシアでは，シンガポールと異なりイギリ

ス仲裁法の改正は反映されていない。したがって，裁判所の監督および介入

権はかなり広範にわたる（���［１９９７］）。しかし，１９８０年改正による同法

��������３４により，�����条約，１９７６年��������仲裁規則またはクアラルン

プール地域仲裁センターの規則による仲裁には，同法の規定は適用されない。

これらの仲裁判断の執行は，高等裁判所の管轄下にある（��������	
（２）���

��������３４�����������	
�����１９５２�（�������������１９８０））。裁判所の監督および介入

の大きい１９５２年仲裁法を維持しているマレーシアは，シンガポールや香港と

比較すると，クアラルンプール仲裁地域センターを擁しながら国際商事仲裁

地としての利点を活かしきれているとはいえない。

　ミャンマーの仲裁法は１９４４年仲裁法である。これは１９４４年以前のイギリス

仲裁法をもとにしたものであり，１９５０年イギリス仲裁法に類似している。

ミャンマーではもちろんイギリス仲裁法の改正は反映されず，ビルマ社会主

義時代にこの法律は使用されず廃止もされず法典に記載されたままになって

いた。１９８８年に現政権による市場経済化政策が始まり，市場経済に合致する

法として息を吹き返した。しかしミャンマー仲裁法には，旧イギリス仲裁法

にみられる裁判所の広範にわたる介入が規定されている。かかる仲裁法に加

え，ミャンマーでは，その国営企業と外国企業との間の契約には，ミャンマー

での仲裁を強制する規定を挿入するよう，司法長官事務所によって以下の文

言の仲裁条項が推奨されている。「本契約における当事者間で紛争が発生し

た場合，かかる紛争はミャンマーにおける仲裁によって解決される。仲裁は，

双方の当事者からひとりずつ任命された仲裁人による。仲裁人が合意に達し

ない場合は，仲裁人によって指名された審判に付託される。仲裁手続はあら

ゆる点において１９４４年ミャンマー仲裁法による。仲裁地はヤンゴンとする。」
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　仲裁法の改正およびニューヨーク条約の批准の必要性はミャンマーにおい

ても認識されており（３０），今後の動向が注目されるところである。改革の方向

性としては，その親和性からイギリス法の１９９６年法に倣うことも考えられる。

しかし，インドにみるように，国内裁判所自体が慢性的な裁判遅延や未処理

事件の累積に悩まされる状況にあっては，裁判所の介入が多い仲裁法は機能

しない。インドでは，裁判所の負担軽減のためにも，裁判所の介入を限られ

た局面に限定したモデル法が有効と考えられたと推察される。ミャンマーに

おいても同様の理由からモデル法が採用されることも考えられる。

むすびにかえて

　本章の目的とした問題について明らかになったことをここで要約する。第

１に，国際商事仲裁に関する国際ルールの形成の特質は，その成立の歴史か

ら民間アクターの役割が大きかったことである。その影響力が，その独自の

仲裁規則の確立はもちろんのこと，国家間の取りきめである国際条約の作成

に及んだことである。さらに影響力を増大させ中央集権化した民間アクター

は，仲裁という紛争処理の手続のみならず，その実体的判断によってグロー

バル経済下の国際商事取引におけるルール形成という機能をも有している。

　第２に，現代における国際商事仲裁に関する国際ルールの形成の特質は，

外国人投資家にとって未知で未整備な開発途上国の法制度を回避することを

前提としていたが，１９９０年以降経済のグローバル化にともなう国内仲裁の国

際化および国際仲裁の国内化ともいえる現象のなかで，開発途上国が自らの

法制度自体を国際ルールに調和すべく改正する動きへと変化したことである。

開発途上国の仲裁に関する国際ルール形成への参加は１９６８年の��������

設立によって確保されたが，１９８５年に作成されたモデル法においても，未整

備な開発途上国の裁判制度に代わるものとして仲裁制度は位置づけられてい

た。開発途上国各国の仲裁法制改革の動きは，モデル法が作成されたこと自
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体よりも，１９９０年以降旧共産圏の市場経済化を支援する世界銀行をはじめと

する国際援助機関による法整備支援において仲裁法制改革が司法制度改革の

一環として位置づけられることによって加速されたことである。

　最後に付言するならば，仲裁法制の国際ルール形成の流れは，調整から調

和をへて競争へという段階にあると観察される（３１）。外国仲裁判断の承認お

よび執行に関して国際間で最小限の要件を条約という形で調整していた時代

から，国際商取引活動の拡大と増加にともない各国の国内法である仲裁法が

モデル法に則るという方法で調和される時代になった。外国仲裁判断の承認

および執行については共通基準を設定するためには，条約という形式が必要

であった一方，各国の仲裁法はその国の司法制度と不可分にあるため，各国

仲裁法を国際条約という形で統一することは現実的ではなかった。モデル法

に準拠した仲裁法の制定は，現代における各国の仲裁法改革へのコミットメ

ントを明示するものとなり，各国の仲裁法の一定の調和が達成されつつある。

さらに，モデル仲裁法は各国に独自の裁量の余地を残してあり，投資誘致の

ため，さらには国際商事仲裁の誘致のために，競うようにその仲裁法を改正

し整備するという国々もある（３２）。また仲裁について独自の伝統と蓄積があ

ると自負する国はモデル法を採用せずに国際商事仲裁地たるべく仲裁法の改

正を行っている。これは，仲裁法の国際的調和から競争の時代へ入っている

といえるかもしれない。

〔注〕―――――――――――――――

�　代表的なものとして小山［１９８３］，小島・高桑編［１９８８］，大隈［１９９５］，松

浦・青山編［１９９８］など。

�　仲裁法制研究会編［２００３］，名城大学法学研究科社会経済紛争研究所［２０００］

および社団法人日本商事仲裁協会による���ジャーナル各号など。そのほか，

ベトナムの紛争処理のひとつとして仲裁を論じた佐藤［２００３］や，インドネシ

ア，タイおよびベトナムの仲裁法を比較分析した金子［２００３］がある。

�　２００５年６月３０日に国際裁判管轄および外国判決の承認と執行に関し，ハーグ

国際会議において���������������	��
�������������������が作成されたが，

執筆時現在（２００６年末）締結国はない。
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�　アクターという概念設定は�����������	�
�	�����［２０００］におう。

�　１９６１年「国際商事仲裁に関する欧州条約」。これは，当時東欧諸国の企業が

国際商業会議所に加盟していなかったため，西欧諸国の企業と東欧諸国の企業

の取引から生じる紛争を対象として，仲裁人の選定，仲裁手続，仲裁と国家の

司法裁判所との関係，仲裁判断の準拠法，仲裁判断の取り消しについて定めた

ものであった。

�　���は１９２０年設立。���規則は１９２２年制定。１９２３年には���による最初の仲

裁が行われた。直近では１９９７年に規則改正が行われた。

�　最初の仲裁は１８８２年に行われた。１９０３年に���（�����������	��
����	��	��）の

名称を冠し，１９８１年に����と改称された。

�　１９２６年設立。その設立経緯は澤井［２００２］に詳しい。

�　また当事者はそれを排除することができる。（�����９）１９８５年改正。

�　アジア・アフリカにおける国際商事仲裁センターとして設立された。アジア

やアフリカ諸国が当事者である国際商事仲裁ももっぱら���や���など西欧で

行われていることに鑑み，それらに代わりうるアジア・アフリカにおける国際

商事仲裁センターとしてアジア・アフリカ法律諮問委員会（����������	��
����


���������	
������	���	��������）によって設立された。�����は１９５５年の

バンドン会議をうけて１９５６年に組織された。ビルマ（現ミャンマー），セイロ

ン（現スリランカ），インド，インドネシア，イラク，日本およびアラブ連合

共和国（現エジプトおよびシリア）の７カ国を当初のメンバーとして設立され

た。

�　��������仲裁規則が採択後まもなく実務において使われはじめたことに

ついて，��������仲裁規則の審議に参加されていた高桑先生の次の言葉が非

常に興味深い。「１０年にわたる国際商取引委員会の統一法立法作業の中で，売

買や海運の統一法に先んじて，この仲裁規則が最も早く実用に供されることと

なった。これはいささか皮肉な感じがしないでもない。（１９７９年１月２３日記）」

（高桑［２０００��２０２］）。

�　これら４つの規則の異同について詳述しないが，代表的規則に収束した点を

強調したい。

�　このような規定のもとでは，当事者は一国で得た仲裁判断を他国で執行しよ

うとする場合に，当該国はそのような外国仲裁判断の執行を拒否できる。その

場合，当該国で訴訟をおこそうとすると，第４条の規定により仲裁契約の抗弁

をもって対抗され，仲裁判断の執行および訴訟提起のいずれも不可能になる。

�　国家間において相互の裁判所に対し権限を認めることの難しさは，注３で記

した国際条約が未だ締結国がない状況が示すとおり，現在においても変わらな

い。

�　ニューヨーク条約加盟国の留保でもっとも多いのが，条約の適用を加盟国内
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でなされた仲裁判断に限るというもの，次に自国法による商事と定義される契

約から生ずる紛争に関してなされた仲裁判断に限るというものである。

�　次善策として，ジュネーブ条約の改定が，���を中心に進められたことは既

述のとおりである。

�　���で扱われた仲裁件数は１９２３年から１９７６年で３０００件，その後１１年間で６０００

件に達した。近年では毎年５００件前後で絶対数としては少ないかもしれないが，

その背後にはこれまでの���の仲裁判断の陰に解決され紛争にならなかった

���仲裁条項をいれた契約が数え切れなく存在すると指摘されている

（�����������	�
�	�����［２０００��２１７］）。

�　�����は，���������	��
��������と事務局で組織され，�������は加盟国の代

表と議長である世界銀行総裁によって構成され，事務局の経費は世界銀行の予

算から支出されている。

�　外国人と受入国との紛争に関して，外国人の本国は外交的保護を行使すべき

でないとしたアルゼンチンの国際法学者カルボ（������������）の主張。

�　東欧諸国についてはすでに欧州条約が存在していたためとも推察される。

�　��������設立に関する記述は��������	
�������	���
�����	���	����������

���������	
����（������������	
����������	
������	����������	
������　

２００６年１２月３１日アクセス）に依拠した。

�　国連が従来から通商問題を扱う機関として「貿易と関税に関する一般協定」

いわゆる����（現世界貿易機関［���］）が存在していたが，����は先進国

と開発途上国とを区別せず開発途上国に不利なシステムを採用していたため，

開発途上国は����とは異なる教義に則った新しい貿易機関の創設を要求し，

それに基づいて第１回������が１９６４年に開催されるにいたった（高島［１９９５��

１２７］）。

�　���������	
������
����������������������������	��
�����������

������������	
��������	
������������

�　アジア諸国の加盟状況については������［２００５］を参照されたい。パキス

タンは２００５年に批准。残されたアジアの未加盟国はミャンマーのみ。

�　����������	
������������������������（���������４��������	
�����������

����������	�
�
���　２００６年１２月３１日アクセス）�

�　そして仲裁法制度改革の大きな推進力のひとつとなったのは，最大の外国人

投資家ともいえる世界銀行自体の約款にあると推察される。世界銀行が加盟

国である融資先と締結するすべての融資契約，保証契約，プロジェクト契約に

適用される約款によれば，かかる契約当事者間の紛争は仲裁によって解決され

ると規定している（��������	


���������８�４�����������	
���	������	�����	������

��������	
��１��２００５）。仲裁廷は，世銀の指名による者，相手方当事者の指名に

よる者そして双方の合意によって（合意されなければ，国際司法裁判所長また
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は国連事務総長の指名による者）指名される者の３名で構成される。仲裁廷の

決定は多数決によるものとし，裁決が当事者に通知されてから３０日以内に裁決

に従わなければ，しかるべき裁判所に執行を求めることができる。同様の条項

はアジア開発銀行や１９９１年に東欧・旧ソ連の市場経済化を支援するために設立

された欧州復興開発銀行の雛形契約にもみられる。この条項を実効性のある

ものにするには，このような仲裁を適法なものであると定める仲裁法を契約相

手国が整備し，さらに外国仲裁判断の承認と執行に関する条約を批准している

必要がある。ソ連の崩壊以前は共産圏内における援助を享受できた国々は，ソ

連崩壊後，世界銀行および欧州復興開発銀行から資金援助を受けることになっ

た。１９９０年以降ニューヨーク条約の批准国およびモデル法に準拠した仲裁立

法をした国が旧共産圏であった国々のなかでとくに増加することは，上記の理

由からも明らかであろう。さらには，かかる国々において外国人弁護士の参入

を促進するために国際商事仲裁における代理業務を認める法改正がなされて

いることも推察される。

�　たとえばベトナム政府は法制度を国家経済を管理運営するための機械的な

方法（����������	����
）と認識している（���������［１９９９�１２４］）。

�　イギリスの仲裁法改正の目的は，当時各国における仲裁法の改正が相次いだ

ため，国際商事仲裁の中心地としての地位を維持することにあったと考えられ

ると指摘されている。イギリスは仲裁について伝統と蓄積があるとの自負か

らモデル法をそのまま採用することはなかった（高桑［２０００��２０］）。

�　イギリス法の伝統をもつ国でのモデル法の採用は，カナダ，オーストラリア

やニュージーランドなどの先進国でもみられる。また日本におけるモデル法

の採用も国際的ニーズに応えるコミットメントを示すためとも指摘される

（������［２００５��２８０］）。

�　２００５年１２月ミャンマーでの最高裁判所，司法長官事務所およびヤンゴン大学

法学部におけるヒアリングによる。

�　岩田・深尾編［１９９５］が論じる経済制度の国際化についての３つの考え方，

すなわち�調和化アプローチ――国際的に基準化された制度への収斂が可能

でありかつ望ましいとする見方，�競争アプローチ――各国が制度についても

互いに競争し，歪みの少ない優れた制度が市場の競争を通じて選択されること

が望ましいとする見方，および�調整アプローチ――各国の制度上の相違を残

したうえで最小限の調整を行うことが必要であるとする見方を参考にした。

�　たとえばシンガポールでは紛争の法廷地として世界中から個人や法人を誘

致することによりシンガポールのリーガルビジネスひいてはシンガポール経

済にとってプラスになると考えられている（山田［２００２］）。すでに民間の仲裁

機関は相互に競争状態にあり，既述の���や����はより多くの利用者を引きつ

けるべく仲裁規則の改正やサービスの拡充を行っており，国際商事仲裁につい

第７章　グローバル化における仲裁法の国際的調和と開発途上国　���



て２機関に遅れをとる���の本格的参入については澤井［２００２］が論じている。
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